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節分
２月２日、るすつ子どもセンターぽっけで節分会が行われました。放課後児童クラブで行われた節分会では、
子どもたちは怖い赤鬼と緑鬼にも勇敢に立ち向かい、元気に「鬼は外、福は内」と言いながら豆を投げて鬼を
退治しました。



令和６年７月１日から令和６年７月１日から
指定ごみ袋の指定ごみ袋の値段が上がり値段が上がりますます

Ｑ１．なぜ、指定ごみ袋の値段を上げるのですか？

　ごみの処理に必要な経費が、資材の高騰や人件費の増などにより年々増加していることで、指定ごみ袋
やごみ処理券の販売によって住民の皆様から徴収している手数料収入とのバランスが悪くなり、村の財政
を圧迫しているからです。

Ｑ２．ごみの処理に必要な経費とは何があるのですか？

　ごみを収集・運搬する経費、埋立などにより最終的に処分する経費、指定ごみ袋を作成する経費などが
あり、年間で約6,400万円程度となっています。

Ｑ３．どのように値上げの額を決めたのですか？

　手数料を徴収している燃やせるごみ、燃やせないごみ、生ごみ、粗大ごみの処理に必要な経費に対して、
半分を税金、残り半分を手数料収入で補えるように金額を設定しました。

Ｑ４．値上げ後の指定ごみ袋の値段はいくらですか？

　以下のとおりです。また、粗大ごみの処理手数料も変更します。

　村では、ごみの処理にかかる経費の見直しをするとともに、住民の皆様にご負担いただく処理
手数料（指定ごみ袋の値段）の改正を行うことといたしましたので、その内容についてお知らせ
いたします。

〇 指定ごみ袋の値段

区分
現行 値上げ後（令和６年７月１日から）

１枚あたり 10枚入り1袋 １枚あたり 10枚入り1袋 1袋当たり値上げ額

燃やせるごみ
20ℓ 40円 400円 60円 600円 +200円
35ℓ 70円 700円 90円 900円 +200円
45ℓ 90円 900円 110円 1,100円 +200円

燃やせないごみ
20ℓ 40円 400円 60円 600円 +200円
35ℓ 70円 700円 90円 900円 +200円

生ごみ
5ℓ 30円 300円 35円 350円 +50円
10ℓ 40円 400円 50円 500円 +100円
20ℓ 60円 600円 80円 800円 +200円

〇 粗大ごみの処理手数料
　現行は、品目・大きさ・重さにより手数料を定めていましたが、変更後は材質と重さにより手数料を定めます。

変更後（令和６年７月１日から）

区分 ５kg未満 ５kg 以上
10kg 未満

10kg 以上
20kg 未満

20kg 以上
30kg 未満 30kg 以上

木質 200円 500円 900円 1,400円 1,800円
その他 200円 400円 900円 1,300円 1,800円

※「木質」とは木質部分が全体の概ね７割以上である粗大ごみのことをいいます。
※ ７月１日より前に７月以降に収集する粗大ごみの申し込みをされる方は、７月１日以降に新手数料により計算し
た納付書を郵送しますので、そちらで納付をお願いします。

令和６年４月から
ごみの収集日を一部変更します
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令和６年７月１日から
指定ごみ袋の値段が上がります

令和６年４月から令和６年４月から
ごみのごみの収集日を一部変更収集日を一部変更しますします

住民福祉課　電話 0136-46-3131　お問合せ先

Ｑ５．値段の他に変わることはありますか？

次のとおり指定ごみ袋の色を変更します。

　　燃やせるごみ　：　ピンク色⇒オレンジ色（袋本体）

　　燃やせないごみ　：　青色⇒緑色（袋本体）

　　生 ご み　：　緑色⇒赤色（文字の色）

　また、現行の指定ごみ袋は、令和６年６月30日（日）で販売を終了し、７月１日（月）からは値上げ
後の新しい指定ごみ袋を販売します。
現行の指定ごみ袋は、各家庭での在庫を使い切っていただくために、使用期限を令和６年９月30日（月）

までとします。現行の指定ごみ袋の買い過ぎに注意して、計画的な購入と使用についてご協力をお願いし
ます。

現行の指定ごみ袋

 　　　　　　　　令和６年６月30日（日）　　　　　　令和６年９月30日（月） 

販売

使用  

  

新しい指定ごみ袋

 　　　　　　　　令和６年７月１日（月）　　　　　　令和６年10月１日（火） 

販売・使用

　ごみの収集日を令和６年４月以降の収集分から一部変更します。今回の変更は、収集・運搬事業者の負担軽減
と住民の皆様の利便性向上が目的の変更です。ご理解とご協力をお願いします。

変  更  内  容
区　分 変更前 変更後

缶・びん・ペットボトル 毎週土曜日 毎週金曜日

新聞・チラシ類・雑誌・
ダンボール・ミックスペーパー 毎月第２、第４土曜日 毎週土曜日

紙製容器包装 毎月第１、第３、第５土曜日 毎週土曜日

粗大ごみ
毎月第３金曜日
※申し込み期限
（収集日と同じ週の月曜日）

毎月第３水曜日
※申し込み期限
（収集日の前の週の金曜日）

※ 上記区分以外のごみ（生ごみ、燃やせるごみ、燃やせないごみ、プラスチック製容器包装、発泡スチロール、有害ごみ）
については収集日の変更はありません。詳しくは村民カレンダーなどでご確認ください。

使用期限は
令和６年９月30日（月）

まで
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　第59回公民館まつりが１月27日・28日の２日間、留寿都村公民館で行われました。１日目は百人一首カルタ
大会で盛り上がり「イニシャルK」チームが見事３勝して優勝しました。
　２日目はロビーで売店や留寿都高校生がシクラメンやハーバリウムを販売し、各部屋では作品の展示や販売、
フリーマーケットなどが行われていました。ホール内では各団体やサークルによる芸能発表が行われ、素敵な
発表に会場内はとても盛り上がっていました。
　２日間多くの方々にご来場いただきありがとうございました。

百人一首カルタ大会

キッズ英会話サークル

留寿都高校花き販売

カラオケ愛好会

留寿都太鼓愛好会の力強い演奏

ホールでは飲食売店（ＪＡようていフレッシュミズ・留寿都商工会青年部）も大盛況でした！

未央流留寿都尚渓会による舞踊

公民館まつり公民館まつり公民館まつり第59回第59回第59回

姉妹都市の養父市児童生徒の作品展示留寿都村の児童生徒の作品展示
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選挙管理委員が改選されました
　選挙管理委員会は、民主的かつ公正な選挙が実施されるように独立した機関として置かれ、委員４名と委員
が欠けた場合に備えての委員補充員４名で構成されています。
　委員と委員補充員は、議会で選挙により選出され、任期は４年となっています。これまでご尽力いただいた
委員の任期が１月21日に満了となるにあたり、令和５年12月開催の第４回留寿都村議会定例会において委員４
名と委員補充員４名が決定されました。新しい選挙管理委員・選挙管理委員補充員に選ばれたのは、それぞれ
次の方々です。また、１月22日に選挙管理委員会が開かれ、委員長に神山貴明氏、委員長職務代理者に髙波盛
夫氏が就任しました。
　なお、今回の改選を機に、南修氏が退任されました。長きにわたり民主的かつ公正な選挙の執行に御尽力い
ただき、ありがとうございました。

（写真左から）
佐々木さとみ氏、神山貴明氏、髙波盛夫氏、増山ひとみ氏

◆ 選挙管理委員（以下、敬称略）
委 員 長　神　山　貴　明（新任）
同上職務代理者　髙　波　盛　夫（再任）
委 員　増　山　ひとみ（再任）
委 員　佐々木　さとみ（再任）

◆ 選挙管理委員補充員（以下、敬称略）
吉　保　裕　之
五十嵐　一　裕
清　水　清　栄
花　谷　浩　一

「書かない窓口」はじめました

マイナンバーカードを
持ってくると記入が
簡単になるよ

住民福祉課、保健医療課、総務課税務室　電話 0136-46-3131　お問合せ先

留寿都村選挙管理委員会事務局　電話 0136-46-3131　お問合せ先

住民票や税など証明書の申請手続き
転入・転居・転出などの手続き
児童手当・粗大ごみの申込みなどの手続き
子ども医療費・後期高齢者医療などの手続き

ご利用可能な手続き

住民福祉課、保健医療課、総務課税務室
対応窓口

申請書の記入が簡単に！

　役場窓口でマイナンバーカード※を提示していただくと、申請用紙に住所・氏名・生年月日などをプリンター
で印字することができるサービスを開始しました。手続きの際に住所などを書く手間を省くことができますの
で、来庁の際はマイナンバーカードをお持ちください。
　なお、すべての手続きには対応しておりませんので、ご了承ください。また、署名が必要な申請用紙にはお
名前等の記入をお願いいたします。

※ 運転免許証も対応していますが、運転免許証の場合は暗証番号１が必要になります。マイナンバーカードの場合、
暗証番号は必要ありません。
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村政懇談会でいただいた村政懇談会でいただいた
ご意見・ご要望への回答ご意見・ご要望への回答

　昨年11月上旬から12月中旬にかけて、村内12の会場で村政懇談会を開催し
ました。
　村政懇談会では、初めに村長、教育長から村政と教育行政についての近況
報告の後、参加者からのご意見・ご要望を受けました。ご意見・ご要望につい
ては、村としての考えや対応等を整理し、全体の回答として２月５日の地区
連絡員文書でお知らせしていますのでご確認ください。ここでは、その内容
を抜粋してお知らせします。

企画観光課
▶防災広報無線
るすっぴーナビの導入後、防災広報無線はどうなる
のか。廃止となった場合、家についているアンテナ
などはどうなるのか。
【回答】
今後３年程度で防災広報無線は廃止の予定です。各
ご家庭に設置しているアンテナ等の撤去を希望され
る住宅については、適宜撤去を行います。

▶風力発電事業
当初の説明では山の上などからしか風車は見えない
という説明だったと思うが地区から見える。村とし
て説明する必要があったのではないか。
【回答】
各地区で実施した当時の説明会では、橇

そり

負
おい

山
やま

の山頂
や登地区からは風車が見えない一方、スキー場（イ
ゾラ）の山頂や洞爺湖畔からは一部が見える旨説明
しており、全ての地点で見える見えないを検証して
おりませんが、説明会としては適切に行われたもの
と考えております。

▶宿泊税
宿泊税を検討しているようだが、導入した場合の使
途は決まっているのか。
【回答】
宿泊税につきましては目的税であり、宿泊客の増加
に伴うインフラ整備や観光振興に係る事業等に充当
することを想定していますが、具体的な使途につき
ましては、今後設置される有識者会議において協議
が行われる予定です。

▶道の駅（公社）
公社が解散するということで次の考えはあるのか。
村の方針がしっかりしないと進まない。村はどこま
で関与していくのか。
【回答】
村としては、公社に対して関与を強めていく考えで
あり、今後は存続を前提として役員の人選を含め検
討を進めてまいります。仮に解散が避けられない場
合は、公社が指定管理者として受託している道の駅
につきましては、運営を継続することを前提に、民
間事業者への変更も視野に入れ次期の指定管理者の
選定を進めていく考えです。

住民福祉課
▶助成事業
村内で加齢性難聴になっている人が相当数いる。補
聴器購入には数千円から数万円かかり、買って終わ
りでなく、調整にも病院へ通う必要があり、結果、
補聴器を購入しない人がいることから購入費用を補
助してほしい。
【回答】
高齢者のコミュニケーションの促進及び閉じこもり
の防止を図り、積極的な社会参加を促すことを目的
として、令和６年度から満65歳以上の方を対象に補
聴器購入に係る費用の助成を行う予定です。

▶交通安全
国道と留寿都五ノ原線との交差点付近での無理な追
い越しが目立つが、国道の追越禁止区間を延ばせな
いか。
【回答】
五ノ原地区の国道230号における追い越しについて
は、村としても交通安全対策を講じる必要があると
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考えていることから、令和５年12月26日に倶知安警
察署に伺い、警察署長へ直接「追い越し禁止の標識
設置」及び「中央線の黄色の実線への変更」につい
て要望書を提出しました。

▶移動支援
月に１回真狩に通院しているが、タクシー代が片道
3,000円程度かかる。タクシー代の助成や村での
送迎等検討してほしい。
【回答】
高齢者の移動支援については、村としても課題とし
て捉えているところです。外部団体と連携を図りな
がらどのような方法が良いのか継続して検討します。

農林課
▶有害鳥獣対策①
電気牧柵の整備は概ね完了した。次はバッテリー等
の更新費用の補助を検討してほしい。
【回答】
令和５年度に実施した留寿都村鳥獣被害防止特別対
策事業の第３次募集より電気柵用部品の購入に係る
費用を補助対象経費として募集を行っており、令和
６年度についても引続き本事業の予算計上を行いま
す。

▶有害鳥獣対策②
農家への有害鳥獣対策の補助は電牧のみ。結構な金
額を使っていると思うが、電牧以外の良い方法はな
いか。
【回答】
エゾシカ等の有害鳥獣対策については、農業者自ら
行う電気柵の設置と村及び猟友会が銃器及び罠等を
使用した捕獲対策を同時に行っております。今後も
皆様のご協力を得ながら罠の設置数を増やすなど対
策を強化して参ります。

建設課
▶補助事業
リフォーム補助事業をやりたいと思っているが、村
内業者が忙しく、対応できないと言われる。
【回答】
地域経済の活性化を図る目的のため村内事業者によ
る施工が要件でありますが、令和６年度は村内事業
者の対応が困難の場合、村内事業者の下請施工によ
る要件拡充を検討します。

▶村営住宅、補助事業
公営住宅に住んでおり、ボイラーが壊れたため、リ
フォーム補助を利用しようとしたが対象外となって
いた。公営住宅によってボイラーが元からついてい
たり、個人負担だったりバラバラ。
【回答】
公営住宅は建設年度により間取り、住宅料及び住宅
内に整備される状況も様々であります。建設年度に
より機械設備（給湯器等）設置の有無がある状況を
鑑み、公営住宅の機械設備について住宅リフォーム
支援事業の要件拡充を検討します。

教育委員会
▶スクールバス
スクールバスに乗るには１週間前に届け出るが、当
日乗車時間を変更することができないが、学校行事
や部活動が中止になるときもある。変更できるよう
にしてもらいたい。
【回答】
予定していた学校行事や部活動が無くなったときに
乗ることができない運用にはなっておらず、学校事
情はもちろん、個人事情でも乗車時間変更の対応を
しておりますが、下校スクールバスの運用について
は曖昧であり、ご不便をおかけして申し訳ありませ
んでした。下校バスについて保護者が円滑に下校バ
ス時間を確認できるよう、３学期下校分より、１週
間ごとの運行予定表をるすっぴーナビに掲載しま
す。個人事情の変更の場合、当日午前中までに学校
に申し出ていただければ変更対応いたします。ただ
し、元々運行予定のない時間に増便の対応は出来か
ねますのでご了承願います。

▶公民館のピアノ
ピアノを村民（特に子ども）に使わせてあげること
は出来ないか。ピアノ教室もなくなり、利用頻度が
低くもったいない。
【回答】
公民館一般開放事業として、「ピアノ開放日」を設け、
試行的に実施します。試行期間は令和６年１月９日
から令和６年10月31日までとします。

▶集いの場
村内にみんなで集まれるような場所がない。公民館
の空いている部屋を解放できないか。
【回答】
公民館一般開放事業として、「歓談ブース開放日」
を設け、試行的に実施します。試行期間は令和６年

村政懇談会でいただいた
ご意見・ご要望への回答
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１月９日から令和６年10月31日までとします。

▶ふれあい研修
補助金を増やしてほしい。行きたいのに行けない子
どもがいるのであればやらない方がいいのではない
か。
【回答】
過去の実績を確認したところ、経済的負担で参加を
見送っている児童は少なく、旅行代金はそれほど高
騰しておりませんでした。参加していない児童につ
いては、経済的な負担以外の要因があると考えられ
ます。ただし、参加したい児童が経済的な理由で参
加を断念することがないように旅行代金の動向に注
視し、補助率を見直す検討をしていきたいと思いま
す。

各課
▶オンライン配信
高齢化が進み、車がない、雪が多いなどの理由で行
事等に行くことが難しい村民が増えている。敬老会
や公民館まつりなどをオンラインで配信するなど、

自宅にいながら参加できるよう整備をする予定はあ
るか。
【回答】
オンライン配信は配信するための村の整備（機材
等）及び見る側の整備（パソコン、通信環境等）が
必要であることからハードルが高いと考えておりま
すが、状況を見ながら検討をします。

▶公共施設
役場、診療所、公民館等の公共施設の建替えは今後
予定があるのか。
【回答】
御指摘の大型公共施設の建替えに係る考え方につい
ては、現状、次のとおり整理しております。①診療
所については、過疎債という財源的に有利な地方債
を借りることができる令和12年度末までに建替えを
進めたいと考えております。②役場庁舎については、
診療所の建替え後における財政状況を勘案しながら
建替えを目指すことで進めたいと考えております。
③公民館については、当面の建替えは考えておりま
せん。

ルスツ温泉をご利用の際ルスツ温泉をご利用の際はは
身分証明書の提示身分証明書の提示をお願いしますをお願いします

　ルスツ温泉では、燃料価格等の物価上昇の影響により運営経費が上
昇していることから、令和６年４月１日より村外の方の利用料金
の改定（100～200円の値上げ）を行います。
　村民の皆さんの利用料金はこれまでどおり変更ありませんが、４月
１日以降にご利用する際は、確認のため、
受付の際に身分証明書（マイナンバー
カード、運転免許証等）の提示をお願
いします。

4月1日～

企画観光課　電話 0136-46-3131　お問合せ先

企画観光課　電話 0136-46-3131　お問合せ先
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12・1月

　12月22日及び25日に小学生対象の「冬
休みまなびサポート」が開講されました。

冬冬冬休休休休み冬冬冬冬休休休休み
まままままななななびびびびびササササポポポポートトトトトままままままななななびびびびびサササササポポポポートトトトト 　１月８日、留寿都村公民館前駐車場で留寿都消防

出初式が行われました。団員や職員41名が新年の防
災、安全への誓いを新たにしました。
　式では、能登半島地震の犠牲者に黙とうがささげ
られた後、村長や来賓の方による観閲及び点検が行
われました。
　留寿都村公民館ホールでの式典では、永年勤続の
団員らの表彰を行い、齋藤好夫団長からは「消防団
は地域における防災力充実強化が極めて重要であ
り、地域住民の最も身近な存在であります。『無災
害の街、留寿都村』の実現と郷土繁栄のため、知識
習得と技術の向上に励んでまいります。」と訓示が
ありました。

公民館に集まった小学生たちは、学校から配布され
たドリルや家庭学習教材を持参し、分からないこと
は地域ボランティアさんに教えてもらいながら集中
して学習に取り組みました。２日間で合わせて70名
の参加がありました。

　メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手から日本
中の小学校に寄贈されたグローブが留寿都小学校に
も届きました。
　１月16日から始まった３学期の始業式で校長から
サイン入りの〝大谷グローブ〞が紹介され、その後、
子どもたちが自由に手に取れるように校内のホール
に展示されました。寄贈されたグローブは３つで、
右投げ用が２つ、左投げ用が１つとなっています。
　さっそく中休みに手にはめてみたり、柔らかいボ
ールを使ってキャッチボールをする姿が見られ、ま
た授業の中でも活用されました。

大大大大谷谷谷谷翔平選選選手手かかから大大大谷谷谷谷翔翔翔翔平平選選選手手手かから
ググググググローブブブブブがが届届届ききききまままましししたたた！ググググググローブブブブがが届届届届届ききききまままましししたたたた！！！

令令令令令和和和和６６６年年年年年消消消消消防防防防出出出出初初初初式式式式式令令令令令和和和和和６６６年年年年消消消消消防防防防防出出出出出初初初初式式式式式

　今年もたくさんのボランティアさんから指導をい
ただき、各学校でスキー授業が行われました。１月
29日の中学校のスキー授業では、天気にも恵まれ、
生徒たちが元気に滑っていました。
　今シーズン、ルスツリゾートスキー場ではイース
トMt．ゴンドラ乗り場前の大きなモニュメントが新
たなフォトスポットとして活躍しています。横８m
高さ３m奥行２mの大きさに及ぶこの物体の正体
は、昨年夏季に遊園地内に設置されていたものが移
動されてきたもので、ドット絵キャラクターが象徴
的な「Nouns」（ナウンズ）というデジタルアート
作品の認知拡大を目的として設置されたものである
とのことです。

村村村村村内内内内内各各各各各学学学学学校校校校ででススキキキキー授授授授授業業業業業村村村村村内内内内内各各各各各学学学学校校校校校ででススキキキキー授授授授授業業業業業

ルスツ温泉をご利用の際は
身分証明書の提示をお願いします
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　国民健康保険は、病気やけがをした際に安心して医療が受けられるよう、被保険者の皆さまから納めていただ
いた国民健康保険税と国などから交付される公費により運営される医療保険制度です。
　平成30年度からは、北海道と市町村（広域連合を含む。）が保険者となり、北海道が安定的な財政運営の中心
的な役割を果たし、市町村は、被保険者の資格管理や保険料（税）の徴収、保健事業の実施などを行っています。
北海道においては、国の方針等に基づき、令和12年度からは、全道どこに住んでいても同じ所得、同じ世帯

構成であれば、同じ保険料（税）の負担となる「保険料水準の統一」を目指しており、村においても、被保険者
の皆さまの急激な負担増を避ける観点から、令和12年度までに段階的に保険税率等の見直しを行うものであり、
令和６年度賦課分から毎年度改正する予定です。

　令和６年度の見直しのポイント
◆賦課方式の改正
　令和６年度賦課分から基礎課税分（医療分）に賦課されていた資産割を廃止します。これは、資産割に用いる
固定資産には居住用資産も対象としており、収益性のない資産への課税による負担等を考慮し、廃止するものです。
　　【現行】  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和６年度から】

４方式

所得割 所得に応じて算出

３方式

所得割

資産割 固定資産税額に応じて算出 廃　止

被保険者均等割 被保険者１人当たりの金額 被保険者均等割

世帯別平等割 加入世帯１世帯当たりの金額 世帯別平等割

◆賦課割合（税率等）の改正
　令和12年度までに北海道が示す標準保険料率の応能割（所得割）と応益割（被保険者均等割、世帯別平等割）
に合わせるために段階的な見直しを行います。

基礎課税分（医療分） 後期高齢者支援金等分 介護納付金分

所得割
(%)

資産割
(%)

均等割
(円 )

平等割
(円 )

所得割
(%)

均等割
(円 )

平等割
(円 )

所得割
(%)

均等割
(円 )

平等割
(円 )

現行 10.0 80.0 18,000 30,000 1.8 6,000 8,000 2.50 9,000 10,000

令和６年度 9.8 廃止 20,000 29,900 2.0 6,700 8,300 2.43 9,100 9,600

比較 ▲0.2 ▲80.0 2,000 ▲100 0.2 700 300 ▲0.07 100 ▲400
＊低所得者等への保険税の軽減額は、上記の税率等を基に定められます。

◆賦課限度額の改正
　令和12年度までに地方税法に規定する賦課限度額に合わせる必要があります。令和６年度は、後期高齢者支
援金等分について改正を行います。

基礎課税分（医療分） 後期高齢者支援金等分 介護納付金分 合　　計

現行 65万円 20万円 17万円 102万円

令和６年度 65万円 22万円 17万円 104万円

比較 0万円 2万円 0万円 2万円

令和６年度から国民健康保険税の税率が変わります令和６年度から国民健康保険税の税率が変わります

　なぜ、税率の見直しを行うの？
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保健医療課、総務課税務室　電話 0136-46-3131　お問合せ先

◆納期ごとの納付金額の均等化
　主に低所得者の支払に係る負担感の軽減を図る観点から、期別の納付額を均等化するものであり、これまで、
年間の税額を期別の回数で割り、1,000円未満の端数を第１期に合算していたところですが、100円未満の端数
を第１期に合算することを基本とするものです。

　【例：年税額が13,600円の場合】

現　　　行
（1,000円未満を第１期へ合算）

令和６年度から
（100円未満を第１期へ合算）

第１期 第２期～第８期 第１期 第２期～第８期

年税額：13,600円 6,600円 1,000円 1,700円 1,700円

　モデルケースによる国民健康保険税の試算
　令和５年度と令和６年度において所得、家族構成が変わらなかった場合で試算し、比較しました。
　今まで資産割が課税されていた方（持ち家等のある方）は減額となり、資産割が課税されていなかった方は増
額となる傾向があります。

◆夫婦（40代）と子ども２人
　所得割課税標準額：500万円

固定資産
税　　額

年　税　額

現　行 令和６年度 比　較

な　し 877,000円 884,300円 7,300円

60,000円 925,000円 884,300円 ▲40,700円

◆高齢者夫婦（70代）
　所得割課税標準額：50万円

固定資産
税　　額

年　税　額

現　行 令和６年度 比　較

な　し 102,000円 104,700円 2,700円

16,800円 115,400円 104,700円 ▲10,700円

◆単身高齢者（70代）
　所得割課税標準額：0円（公的年金のみ）

固定資産
税　　額

年　税　額

現　行 令和６年度 比　較

な　し 18,600円 19,400円 800円

13,500円 29,400円 19,400円 ▲10,000円

◆夫婦（40代）と子ども２人
　所得割課税標準額：250万円

固定資産
税　　額

年　税　額

現　行 令和６年度 比　較

な　し 519,500円 528,500円 9,000円

84,500円 587,100円 528,500円 ▲58,600円

◆高齢者夫婦（一人が75歳以上）
　所得割課税標準額：0円（公的年金のみ）

固定資産
税　　額

年　税　額

現　行 令和６年度 比　較

な　し 12,900円 13,600円 700円

13,500円 23,700円 13,600円 ▲10,100円

令和６年度から国民健康保険税の税率が変わります
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後期高齢者医療制度のお知らせ

転出届はマイナポータルから！
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～食を通してふるさとを伝えていく取り組み～
＃31

今年度も行事食を積極的に取り入れています！
　３月３日はひなまつりです。学校給食では、毎年ちらしずしや花形豆腐ハンバーグ、ひなあられ又は菱餅など
の行事食を提供しています。日本の食文化や季節感を伝えることを目的に、その他の行事についても年間を通し
て積極的に取り入れるようにしています。今年度は七夕に星形にんじんや春雨が入ったスープや星形コロッケ、
七夕３色ゼリーを提供したり、冬至にかぼちゃもち汁や国産ゆずゼリーを提供したりしました。毎日の給食の写
真は留寿都村教育委員会のインスタグラム・フェイスブックで見ることができます。
　地域のみなさまは、どのように行事食を楽しんでいますか？
　留寿都村ならではの行事食などがありましたら、ぜひ教えてください！
　ふるさとの味を子どもたちへ伝えていくために、学校給食で再現できるものに
ついては積極的に取り入れていきたいと考えています。
　情報提供をお待ちしております。

教育委員会　電話 0136-46-3321　お問合せ先

　マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインで転出の届出が可能です。
また、スマートフォン用電子証明書搭載サービスに対応した端末をお持ちの方は、スマートフォンのみ
で手続きが可能です。詳しくは下記のQRコードを読み取りご確認ください（デジタル庁「引越し手
続オンラインサービス」がご覧いただけます。）。

※ マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届
等の手続が必要です。

住民福祉課　電話 0136-46-3131　お問合せ先
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　今回は、能登半島地震から地震防災を考えてみよう
と思います。１月１日の地震から１か月以上経過した
２月８日時点で241人の方が亡くなられました。この
地震では家屋倒壊や家財の転倒による圧死が多かった
ようですが、倒壊した家屋から自力脱出できた方、地
震から５日後に救出された高齢者もいます。そのよう
な生還を運や偶然で済ませず、できる地震対策で備え
ましょう。
　①居間・寝室など人が長く留まる部屋から、背の高
い家具・家財を撤去する。②家具の転倒を想定して配
置を変える。その際、人の安全はもちろん、動線（逃

げ道）やドアの開閉を確保できる位置にする。③家具・
家財を壁にＬ型金具等でネジ止めするか、突っ張り棒
等で固定する。④食器棚など開き扉に開閉フックを取
り付ける。⑤窓ガラスに飛散防止フィルムを貼る。⑥
２階建て家屋の場合、可能であれば寝室は２階に変更
する。家屋倒壊時、１階部分は２階部分にほとんど押
し潰されます。これらが、すぐにできる処置でしょう。
　北海道の試算では、留萌沖の活断層が動いた場合、
留寿都村には最大震度５強から６弱（今回の石川県能
登町と同程度）が予想されています。能登半島地震を
我が事として、皆さんご自身・ご家族で地震防災を考
え備えてください。

※ 今回の地震で亡くなられた方々のご冥福をお祈り申
し上げます。

地域おこし協力隊・地域防災マネージャー

中島さんによる

の心得
令和６年能登半島地震今月の

テーマ

企画観光課　電話 0136-46-3131　お問合せ先

後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ
～運営協議会委員の募集について～

運営協議会委員を募集しています
　北海道後期高齢者医療広域連合では、住民の皆さまの代表として、制度の運営に関する重要事項を審
議していただく運営協議会委員を募集しています。

お問合せ先
北海道後期高齢者医療広域連合
【住所】〒060-0062　札幌市中央区南２条西14丁目 国保会館６階
【電話】011-290-5601

【応募資格】道内在住の満18歳以上の方（ただし、議員や公務員等を除く）
【募集人数】５名
【任　　期】令和６年７月から２年間（開催は年２回を予定しています）
【応募方法】 北海道後期高齢者医療広域連合及び市区町村窓口にある応募要領を参照して

ください
【応募締切】令和６年４月30日（火）
【選　　考】選考委員会を設置し、提出された小論文等により総合的に委員を選考します
【報酬など】１日につき5,000円の報酬と旅費を支給します
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今月は、放課後児童クラブが担当です♪

♪冬休み♪

クリスマス会

朝食を食べよう！
今月のテーマ

３月

お問合せ先

①健 診・保健事業等
保健医療課

電話 0136－46－3131
②いきいき体力アップ教室

地域包括支援センター
電話 0136－47－2277
③予防接種
　　診療所
電話 0136－46－3774

日付 項目 場所 時間 お問合せ先

３月５日㈫ 離乳食教室 子どもセンター 10時30分～12時00分 ①

３月７日㈭ 乳幼児予防接種※ 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

３月13日㈬ いきいき体力アップ教室 公民館 13時00分～15時30分 ②

３月14日㈭ 乳幼児予防接種※ 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

３月19日㈫ 骨盤・乳房ケア教室 子どもセンター 10時00分～11時30分 ①

３月21日㈭ 乳幼児予防接種※ 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

３月27日㈬ グ～ンとヘルスアップ運動教室 公民館 12時45分～14時00分 ①

３月28日㈭ 乳幼児予防接種※ 診療所 受付/13時00分～13時15分 ③

※ 乳幼児予防接種につきましては予約が必要となりますので、実施を希望される日の１週間前ま
でに診療所へご予約ください。（診療所：46－3774）

　みなさんは毎日朝食を食べていますか？「朝
は時間が無くて…」「面倒くさいから…」と朝
食を食べない人も多いかもしれません。今月は
朝食を食べることによる身体へのメリットにつ
いてお話したいと思います。
【朝食の役割】
●体のリズムを整える
　朝食を食べることは、生活リズ
ムを整える働きがあります。生活
リズムが乱れると、体内リズムとのずれが生じ、
心身に強いストレスがかかり、体や心に不調が
現れてしまいます。そのため、朝食を食べて生
活リズムを整えることは健康づくりに大切です。
●心の健康にもつながる
　多くの研究で、朝食を食べると、心にも良い
影響があることが分かっています。小学生～大
学生を対象とした研究では、朝食を食べる習慣
がある人は集中力の欠如やイラつきが少なく、
心の不調が少ないと示されています。
　さらに、栄養バランスの良い朝ごはんをよく
噛んで食べると、脳の血行が良くなり、精神を
安定させる働きのあるセロトニンという脳内物
質が活性化し、精神活動の活性化につながるこ
ともわかっています。
●学力や体力にも関係している！
　朝食を食べる習慣のある人は、食べない人に
比べて学力が高いという研究結果が出ていま
す。朝食を食べると、脳のエネルギー源である
ブドウ糖をチャージでき、勉強に集中しやすく
なるためです。また、朝食を食べることで朝か

ら活動的に体を動かせるため。体力強化にもい
い影響をもたらします。
【バランスの良い朝食のポイント】
　主食・主菜・副菜をそろえて食べることがバラ
ンスのいい朝食のポイントです。
①炭水化物…脳のエネルギー源となるブドウ糖
はでんぷんが分解されてできます。集中力アッ
プのためにも、大切なエネルギー源の１つです。
（例：ごはん、パン、麺、シリアルなど）
②タンパク質…タンパク質は筋肉や臓器を作る
栄養素の１つで、体内時計をリセットする働き
や栄養素を体に運ぶ働きがあります。
（例：肉、魚、納豆、豆腐など）
③ビタミン・ミネラル類…体に活力をつけたり、
脳がブドウ糖を消費するときに必要です。
（例：野菜、果物、海藻類など）
　朝食を食べる習慣がなかった人や、しっかり
食べることが難しい人は、今の朝食にひと工夫
して、バランスの良い朝食に近づけるようにし
てみましょう。
例えば…
・ 朝食を食べていない人は、バナナ１本やおに
ぎり１個など、何か口にするところから初め
てみる。
・ ヨーグルトにフルーツを加え
てみる。
・ ごはんに納豆やのり、夕食で汁
物を多く作り、朝にも利用する。
　ぜひこの機会に、大人だけでなく子どもも朝
食を食べる習慣作りをしてみてください！

筆者▶ 保健師　芳賀 光結
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お問合せ先

るすつ子どもセンターぽっけ

電話 0136-46-3253
今月は、放課後児童クラブが担当です♪今月は、放課後児童クラブが担当です♪

　今回は、学童で行われたクリスマス会の様子をお伝えします。
　待ちに待った冬休み、子どもたちは毎日わくわく気分で登所していました。その中でも、一大イベン
トのクリスマス会。今年はジャグリングショーが行われたりピザが届いたりと、ワクワクとお腹が満た
されたクリスマス会になりました。

♪冬休み♪♪冬休み♪

クリスマス会クリスマス会

◎冬休みは、お気に入り
のおもちゃやぬいぐるみ
を持ってきて、楽しんで
いる子どもたちです☆

大人気☆ポケモンカード☆

☆毎年恒例ビンゴ大会☆ サンタさんと記念撮影

クリスマスに、
ちなんだゲームを
楽しみました☆

サンタさんと☆

大道芸人のクロさんと
一緒に記念撮影

♪夢中な子どもたち♪

ピザドゥさんから、素敵な包装で
とってもおいしいピザいただきました

クリスマスプレゼントも
もらったよ☆
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②41℃のお湯で15分入浴する（目安）：肩まで入るのが理想ではありますが、体力に不安がある方は半身
浴でも大丈夫です。

③体温が38℃になるのが目安：②の時間が経過したところで体温を測定し平熱＋1.5℃くらいになったこと
を確認してお風呂から上がってください。

④入浴後は10分～ 15分体を保温する（ポイント！）：この入浴法で一番大事なのがこ
の時間です。体を冷やさないよう、体の水分をしっかり拭き取り、靴下を履くなどにより
体を保温し37℃以上に保つことで、体内のＨＳＰが増加します。

るすっぴーナビをダウンロードしよう！るすっぴーナビをダウンロードしよう！

　るすっぴーナビは防災広報無線の内容や防災情報を確認できることのほか、村内の天気予報、
ごみカレンダー、役場以外の機関からの情報など
生活に役立つ情報を配信しています。
　ぜひダウンロードしてご活用ください。

【ダウンロード方法】
スマートフォン、タブレットで右のＱＲコードを読み取
るか、アプリストアで「JC-Smart」と検索し、右のア
イコンをタップしてダウンロードしてください。

【使用方法】
ダウンロードした「JC-Smart」アプリを起動すると利
用規約が出てくるので、同意し、サービス選択画面から
「るすっぴーナビ」を選択してください。

、

企画観光課　電話 0136-46-3131　お問合せ先

地球温暖化について考えよう地球温暖化について考えよう
～目指せ！ゼロカーボン～～目指せ！ゼロカーボン～

テーマ：ウォームビズを実践しましょうテーマ：ウォームビズを実践しましょう
　ウォームビズとは過度な暖房に頼らず、冬を快適に過ごすライフスタイルです。一般的に、室温設定の調節によ
る省エネ効果は夏より冬の方が効果が高いと言われており、寒さが厳しい北海道では、更に効果が期待できます。
　今回は体の保温に着目し、以下のとおり入浴法を紹介しますので是非実践してみてください。
　※入浴時は体力を消耗しますので、無理のない入浴を心がけてください。

ＨＳＰ（ヒートショックプロテイン）入浴法
　※ ＨＳＰとは免疫力が高まるたんぱく質のことで、今回紹介する入浴法によって体内のＨＳＰが増加し、免疫力
の向上や疲労回復など様々な効果が期待できます。

①入浴前後に必ず水分補給を行う：入浴時は大量の水分を失います。入浴前後だけではなく、入浴中も必要
に応じて水分補給を行うことで脱水を防ぎます。冷水だと体温が下がってしまうので人肌程度が良いです。

詳細については環境省のホームページをご覧ください。

住民福祉課　電話 0136-46-3131　お問合せ先
（環境省ＨＰ）

2024年３月号16



１月の掲載記事（抜粋）

　村の様子や村長の所感、行動等をおおむね週に１回のペースで「村長ブログ」として令和３年（2021年）５月から
開設し、留寿都村ホームページにて掲載しています。インターネット環境がない方のためにも村長ブログの抜粋を掲
載しています。

【村長ブログ QRコード】

　１月７日（日）の令和６年留寿都村成人式（二十歳のつどい）には、14名
が参加して旧友との再会を楽しみながら式を終えた後は、懐かしの母校（留
寿都小学校、留寿都中学校）訪問をされました。ご家族の参列が、例年以上
に多かったようにも感じました。これからのご活躍に期待しています。頑張
ってくださいね。

　１月８日（月）の令和６年留寿都消防出初式は、前日からの降雪で大雪警
報も出されている中での開催でしたが無事、実施することができました。令
和５年の村内での火災発生件数は４件で、いずれも被害僅少のうちに消火す
ることができました。本年も、無火災と無事故の１年を祈念いたします。

　１月11日（木）の村国民健康保険税審議会は、北海道が令和12年度から国民健康保険税（料）の水準統一を予定
していることから、それに向けた本村の国民健康保険税率の改正等について審議会に諮問し委員に審議をいただき
ました。

　１月15日（月）は、４年ぶりの開催という留寿都商工会の新年会に出席しました。元日から能登半島地震があっ
て、不安な年明けを皆さんが感じながらも開催できたことは喜びであり、会員や関係する皆さまの健康と商売繁盛
を祈念いたしました。

　１月23日（火）は、議員全員協議会を開催して今月末に予定している村議会臨時会に提案予定の議案の説明を行
いました。議案は、条例改正を含む９件です。条例改正は、令和６年度に実施予定のもので住民の皆さんに深く関
係するものです。村も、その内容をしっかりと広報してまいります。

　１月27日（土）と28日（日）は第59回公民館まつりが開催され、２日目の会場を見学した際には沢山の方が来場
されていました。児童生徒等の作品展示のほか鉢花やいも餅等の販売があって、多くの方のご協力をいただいて盛
況でした。感謝です。また、会場は歓談できるようテーブルと椅子が配置され、高齢の方からは「来てよかった。
楽しいです」とのお声を聞けました。穏やかなお天気も奏功して、村民コミュニティもありました。

　１月24日（水）は、村の再生可能エネルギー活用について、事業者説明をWebで確認し、その可能性を継続し
て検討することとします。

　１月25日（木）の「君の椅子」贈呈は、令和５年８月生まれのお子さん２名のご家族に手渡しました。元気にす
くすくと育っている姿からも誕生の喜びをともにしました。おめでとうございます。

　１月16日（火）は北海道防災会議に出席し、北海道の防災計画の変更について説明を受け、本村の防災計画との
整合性も確認しました。また、北海道をはじめ開発局等の各機関が能登半島地震被災地への職員派遣等支援活動を
行っている報告もありました。あらためて、日ごろの訓練や支援体制等を確認する機会でした。
　また、同日から国道230号線の排雪作業が行われ、限界にきていた雪山が徐々に低くなっていくのを見てホッと
しました。感謝です。

　１月17日（水）は、今月末に予定している村議会臨時会に提案する補正予算のヒアリングを行いました。
　また、同日は２回目となる村の公共施設整備計画検討会議を関係する職員と行い、課題となっている財政と老朽
化している役場庁舎、診療所のほか、検討をしてきた義務教育学校施設の建設をいつ、どの規模で実施できるのか
を協議しました。過疎地域の指定を受けている期間内に、その対象となる施設は優先的に建設を進めつつ、対象と
ならない役場庁舎建設には貯えも必要で、目標を持って進めてまいりたいと考えます。

　１月９日（火）から令和６年の留寿都村政が始まり、職員訓示では「業務はスピード感を持つこと、住民対応も
現場の声を聴いて課内でしっかり検討すること」等を指示しました。何より、職員の健康保持をベースに個々の英
知結集に期待するものです。
　また、同日は、課長職等で構成している庁内会議で令和５年度の仕上げと令和６年度に向けた準備、さらに女性
職員による村づくり検討会の実施案等について伝えました。
　さらに、ＪＡようてい村担当理事の来訪をいただき、令和５年の村の農業は少雨や高温による障害が発生し、作
物ごとの収益差が顕著にでた情勢を伺いました。また、村政の近況についても懇談させていただきました。
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お問合せ先 留寿都村役場 0136-46-3131
留寿都村教育委員会 0136-46-3321
留寿都診療所 0136-46-3774
地域包括支援センター 0136-47-2277
羊蹄山ろく消防組合留寿都支署 0136-46-3304

総務課税務室総務課税務室 （庁舎②番窓口）

家屋の新築等がある場合はご連絡ください

　家屋の新築又は増築があった場合は、税務室までご
連絡ください。翌年からの固定資産税を計算するため
に家屋の評価をさせていただきます。
　ご連絡をいただければ、都合のよい時間を相談の上、
税務室職員が伺います（税務室から連絡、訪問をする
こともあります。）。
　家屋を取り壊した場合、所有権を移転した場合もご
連絡ください。

他機関からのお知らせ他機関からのお知らせ
自動車税種別割の住所変更をお忘れなく

　自動車税種別割は、４月１日現在の登録に基づいて
課税される税金です。
■ 引っ越しで住所が変わったときなどは、運輸支局で
変更登録をしてください。
　次の場合は運輸支局で登録手続きが必要です。
　・住所が変わったとき（変更登録）
　・自動車を売買したとき（移転登録）
　・自動車を使用しなくなったとき（抹消登録）
　令和６年度の自動車税種別割納税通知書を確実にお
届けするために、３月中に手続きをお願いします。
■変更登録が間に合わないときは…
　道税ホームページの「自動車税種別割住所変更手続」
から納税通知書の送付先の変更をしてください。

北海道　自動車税　住所変更　 で 検 索

お問合せ先
　札幌道税事務所自動車税部　電話　011-746-1190

企画観光課企画観光課 （庁舎⑦番窓口）

「村長のタウンミーティング」随時募集中！

　団体やグループの集まりなどに村長が出向き、お話
をする「村長のタウンミーティング」を実施していま
す。村長とお話がしたい、村政について聞きたいこと
や要望があるなどテーマは問いません。概ね５名以上
の団体またはグループで、開催希望日の約２週間前ま
でに企画観光課へお申込みください。日程調整後、開
催のご連絡をいたします。詳しくは企画観光課までお
問合せください。

羊蹄山ろく消防組合消防署留寿都羊蹄山ろく消防組合消防署留寿都
支署からのお知らせ支署からのお知らせ

●消防水利の確保について（お願い）●消防水利の確保について（お願い）
　留寿都村には、火災の際に消火に必要とされる消
防水利（消火栓５基・防火水槽33基）が村内各箇所
に設置されています。
　留寿都支署では、冬期間においても消防水利を確
保するため、計画的に除雪を実施しておりますが、
村民の皆さまの住宅付近に設置されている消防水利
を即時に除雪対応できない場合がございますので、
その際は除雪のご協力をお願いいたします。
　また、消火活動は常に時間との闘いです。住宅の
雪を消防水利付近に排雪する行為などは消火活動の
妨げとなりますのでおやめください。
　村民の皆さまのご協力をお願いいたします。

お問合せ先　羊蹄山ろく消防組合消防署留寿都支署お問合せ先　羊蹄山ろく消防組合消防署留寿都支署
電話　0136-46-3304電話　0136-46-3304

除雪前 除雪後
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ようてい地域消費生活相談窓口
電話 0136-44-1600　

災害に便乗した詐欺的トラブルに
ご注意ください

　地震や大雨などの災害時にはそれに便乗した悪質商法が多数発生しています。令和６年能登半島地震に関連
し、「市が義援金を集めているという不審な電話がかかってきた」、「支援品を求める不審な訪問があった」と
いう相談が全国の相談窓口に寄せられています。
　被災地域だけが悪質商法に狙われるとは限りません。被災地域以外でも地震に便乗した詐欺的トラブルや悪
質商法が多数発生します。十分ご注意ください。
　不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。金銭を要求されても決して支払わない
ようにしましょう。公的機関が各家庭に電話等で義援金を求めることはありません。公的機関を名乗って義援
金を求める連絡があった場合は直ぐに応じずに、電話を切り、当該機関に直接確認しましょう。
　義援金は募っている団体等の活動状況や使途をよく確認し、納得した上で寄付しましょう。義援金を口座に
振り込む場合は、振込先の名義をよく確認しましょう。
　トラブルにあってしまった場合や、不安に思った場合は相談窓口や役場にご相談ください。

弁護士無料法律相談会 ３・４月

留寿都村公民館
13：00～14：30（14：30終了）

３月 ８日（金） ４月 12日（金）

※１人30分（１日３人まで）
※ 前日までに事前予約をお願いします。
※申込・お問合せ先
　総務課　電話 0136-46-3131 内線 122

しりべし弁護士相談センター ３・４月

毎週水曜日 13：00～16：00

４月 ３日、10日、17日、24日
３月 ６日、13日、27日

※相談は事前予約制
※予約受付時間　月～金　10：00～16：00
　　　　　　　　(12：00～13：00を除く )　
※申込・お問合せ先
　住所 岩内町字高台84番地3（佐藤精肉店隣）
　電話 0135-62-8373

お問合せ先　倶知安地域事務所（倶知安町南３東１）電話 0136-23-3540
　　　　　　　留寿都村役場企画観光課　電話 0136-46-3131
　　　　　　　自衛官募集相談員　森川　勝之　電話 090-2818-9144

自衛官募集の案内
令和６年度採用の自衛官

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

予備自衛官補

一般
18歳以上34歳未満の者
※ 細部については倶知安地域
事務所にお問合せ下さい。

令和６年１月10日（水）
～４月４日（木）

令和６年４月６日（土）～21日（日）
※いずれか１日を指定されます

技能

18歳以上で国家免許資格等を
有する者
※ 細部については倶知安地域
事務所にお問合せ下さい。

一般曹候補生
（第１回）

採用予定月の１日現在
18歳以上33歳未満の者

令和６年３月１日（金）
～５月６日（月・振休）

１次試験：
令和６年５月17日（金）～26日（日）
※いずれか１日を指定されます

２次試験：
１次試験合格通知でお知らせします

総務課税務室

他機関からのお知らせ

企画観光課

羊蹄山ろく消防組合消防署留寿都
支署からのお知らせ

●消防水利の確保について（お願い）

お問合せ先　羊蹄山ろく消防組合消防署留寿都支署
電話　0136-46-3304
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人口と世帯（外国人を含む）
令和６年１月末現在

人口

男性

女性

世帯

2,033 （前月比－３）
内外国人384（前月比＋３）
 1,047 （前月比－３）

 986 （前月比±0）

 1,197 （前月比－４）

１月１日～１月31日届出分

（わな及び銃器による捕獲駆除数：
１月末現在の令和５年度累計）

有害鳥獣の捕獲駆除頭数について有害鳥獣の捕獲駆除頭数について

農林課　電話 0136-55-5253お問合せ先

◉シ　　　カ：326頭 ◉アライグマ：  63頭
◉タ　ヌ　キ：  17頭 ◉キ　ツ　ネ：  ０頭
◉カ　ラ　ス：  ０羽 ◉ハ　　　ト：  ０羽

お悔やみ申し上げます
１月21日　坂庭　富榮さん　満97歳　（黒田）

息子の誕生をたくさんの方々が祝福してくだ
さり大変嬉しく思います。
毎日息子が少しずつ成長していく姿を近くで
見ていますが、その度に人は1人では生きて
いけないものだと改めて感じさせられます。
周りの人に感謝して、人や物を大切にできる
人になってほしいと思います。この度は「君
の椅子」を頂きありがとうございました。

辻さんご家族
梛
だ

武
ん

くん
令和５年８月４日生

温かい気持ちになる椅子を届けてくださりありが
とうございます。手に触れるモノがどのように自
分のもとにやって来たのか、思いを感じられる人
に育ってほしいと思います。
「いつでも君を待ってるよ」と、両手を広げる椅
子に座る姿を見るのが楽しみです。

「君の椅子」「君の椅子」をを
贈りました贈りました

『生まれてく
れてありがとう。

君の居場所はここにあるからね』

田端さんご家族
丞
たすく

くん
令和５年８月25日生
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